
�愛媛県告示第９２１号
西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・津布

理地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・津布理地区）計画書の写し

� 西予市三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年６月１９日から７月１４日まで

３ 縦覧場所

西予市役所三瓶総合支所

�������
�愛媛県告示第９２２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

越智郡上島町生名５６番、５７番、５８番、５９番、６０番、６１

番及び６２番から同町生名６５番を経て同町生名７３番に至る

間の地先公有水面

� 区域

次の１点から２６点までを順次直線で結んだ線並びに２６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８５

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた

区域

基点（越智郡上島町生名６７番２の生名港浦辺物揚場に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分５２秒、東経１３３度

１１分０９秒の地点

１点は、基点から真北１７３度１９分２１秒１１３．８８メートル

の地点

２点は、１点から真北５８度２４分５９秒５．９３メートルの地

点

３点は、２点から真北７０度１３分１８秒１．１８メートルの地

点

４点は、３点から真北１６０度２５分０２秒７．０１メートルの

地点

５点は、４点から真北１６２度０９分４２秒５．６４メートルの

地点

６点は、５点から真北１６４度５２分５２秒４．７３メートルの

地点

７点は、６点から真北１６７度４１分１９秒３．４７メートルの

地点

８点は、７点から真北１７１度１８分３５秒６．１６メートルの

地点

９点は、８点から真北１７８度３７分３２秒６．０６メートルの

地点

１０点は、９点から真北１８２度１６分４８秒５．０８メートルの
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告 示

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 道前平野地区 平成１８年３月２０日

毎週（火・金）曜日発行 第１７６９号 平成１８年６月１６日

平成１８年６月１６日金曜日 第１７６９号

愛 媛 県 報

５２５



��������������

��������������

��������������

地点

１１点は、１０点から真北１８５度２３分０５秒４．３５メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１９１度００分５６秒１１．０３メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１８７度０８分３５秒９．１５メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１８５度３７分５０秒４．８１メートルの

地点

１５点は、１４点から真北９４度２７分４３秒１．５１メートルの地

点

１６点は、１５点から真北１８４度１４分０５秒４．１０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２７４度３０分１１秒１．４９メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１８２度１５分２９秒５．０９メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１７９度５１分０９秒１．１８メートルの

地点

２０点は、１９点から真北１７８度０６分２８秒４．００メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１７５度４０分２６秒４．５４メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１７２度０４分３５秒７．２７メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１６７度０４分５８秒６．９５メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１６３度２５分４０秒９．１３メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１６１度１９分５６秒８．２８メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１４８度１６分５０秒７．６９メートルの

地点

� 面積

１，８８３．１５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１６年３月２９日 愛媛県指令１５港第４１９号、生名村指

令１５港第１号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年６月１６日

�愛媛県告示第９２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番８９から

同字須領スズ尾３４４番１４まで

旧 １１．８～２１．２ ０．１２６

新 １６．２～２６．０ ０．１３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番８９から

同字須領スズ尾３４４番１４まで
平成１８年６月１６日

愛 媛 県 報平成１８年６月１６日 第１７６９号

５２６
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公 告
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

微小部Ｘ線回折装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

微小部Ｘ線回折装置一式（ハードウェア一式、ソフト

ウェア一式、搬入、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年１１月１日から平成２８年１０月３１日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１８・１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するも

の。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

�愛媛県告示第９２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年６月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線
西条市丹原町池田１８２６番１から

同市丹原町願連寺２０番１地先まで

旧 ６．５～６．６ ０．０６３

新 １７．０～１７．７ ０．０６３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８四土（開）第３号

平成１８年６月７日

四国中央市土居町野田乙１２２番１、乙１２３番１、乙１２３番２、乙１２４番
、乙１２６番１、乙１２６番２、乙１２６番３、乙１２６番４、乙１２６番５、乙
１２６番６、乙１２７番１、乙１２７番６、乙１２７番７、乙１２７番９、乙１２７番
１０、乙１２９番１、乙１２９番１５及び乙１２９番１６

四国中央市土居町野田乙１２６番地１
ペガサス運輸株式会社
代表取締役 矢 野 達 夫

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月５日 特定非営利活動法人
すずめのそぞろ歩き 中 村 住 子 愛媛県松山市旭町１０９番地 この法人は、一般市民、観光客や外国人、

留学生に対して「着物」文化を通した心の
ふれ合い交流、「着物」文化を通した地域
等との連携によるまちづくりに関する事業
を行い、多くの方々との交流や地域に密着
した地域経済の活性化や地域の人々や観光
客との地域社会づくり、外国人や留学生と
の国際交流に貢献することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年６月１６日 第１７６９号

５２７



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３１

� 入札書の受領期限

平成１８年８月４日（金）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年８月４日（金）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Micro X―ray Diffractometer，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，４ August，２００６
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１

平成１８年６月１６日 印刷
平成１８年６月１６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５２８

愛 媛 県 報平成１８年６月１６日 第１７６９号


